
名古屋市会議長の責任を問う住民訴訟

平成１３年度に自民党名古屋
市議団に支給された共通経費分
１３，５８４，５４１円について、５年

の時効にかけた歴代（平成１３年
度～１８年度）議長に返還を求め
る住民訴訟の控訴審判決で、２審

も敗訴したため、最高裁の判断を
仰ぐべく上告した。

名古屋市裏金情報公開訴訟

新市長の対応待
ち？
2007年１０月に行った名古屋市の
裏金調査で名古屋市が入手した
「裏金帳簿」「通帳」の情報公開を
求めた裁判が５月１４日名古屋地
裁で行われた。

相手方弁護士は「市長が交代
し、方針が決まっていないので書
面を出せない」と発言。

名古屋市民オンブズマンの新
海聡弁護士は「新市長の河村た
かし氏は裏金帳簿などをすべて
公開する、と公約で言っていたは
ずだ。今回、請求認諾すると思っ
ていた（笑）」と述べたが、相手方

弁護士は「新市長が新海先生と
個人的に話したのかどうかは承知
していないが、“慎重丁寧になる
であろう”と回答したと承知してい
る。次回期日までに“慎重丁寧”
に検討した結果を書面で出す」と
発言した。

次回は７月１５日（水）午後４時
から名古屋地裁民事９部で。

総会に参加をオンブズマン & タイアップ
タイアップ＋オンブズマン合同総会 午後６時00分～日 時 ： ７月２３日（木）
懇親会 午後７時00分～

（名古屋市北区田幡２－１３－３６） TEL 052-991-0792場 所 ： ひょっとこさん
地下鉄黒川駅 地下鉄１番出口、UFJ銀行の裏徒歩１分

会 費 ： アルコール飲む人５0００円 飲まない人４０００円
申込み ： FAX（０５２－９53－8050）か電話（０５２－953-8052）で弁護士法人リブレまで

懇親会はどなたでも参加できます。お気軽にお申し込み下さい

2009年７月以降日程 ： 名古屋市民ｵﾝﾌﾞｽﾏﾝ･ﾀｲｱｯﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ
月 日 曜日 時間 行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し 場 所
７ １５ 水 16:00 名古屋市裏金情報公開訴訟 名古屋地裁
７ １９ 日 12:30 愛知サマーセミナー「税金はどこへ消えた？」 同朋学園(高校) [成徳館４Ｆ]Ｊ４０１

小講義室
7 ２３ 木 15:00 県内情報公開度ランキング発表 愛知県政記者クラブ（予定）

７ ２３ 木 18:00 タイアップ＋オンブズマン 合同総会 ひょっとこさん（黒川）

８ 29-30 土日 13:00- 全国市民オンブズマン岡山大会 岡山大学

９ １７ 木 15:00 名市自民党H14年度政務調査費訴訟判決 名古屋高裁

＊毎週火曜日午後6時半から例会･火曜会を弁護士法人リブレ(大津橋南100m東側､ﾘﾌﾞﾋﾞﾙ6F)で開いています

☆カンパ大募集中！ 郵便振替口座００８７０－９－１０５６８７ 「名古屋市民オンブズマンタイアップグループ」

名古屋市議・愛知県議政務調査費閲覧

1万円,3万円以上では公開とは言えず

名古屋市民オンブズマン
タイアップグル－プ機関紙
１９９５年１０月２５日第１号発行

事務局：名古屋市中区丸の内3-6
-41ﾘﾌﾞﾋﾞﾙ6F弁護士法人ﾘﾌﾞﾚ内

tel : 052-953-8052
fax ： 052-953-8050

名古屋市議は１万円以上
愛知県議会は３万円以上
の領収書 はじめて公開

政務調査費条例が改正された
ことにより、平成２０年度支給分か
ら、名古屋市議は１万円以上の領
収書が、愛知県議は３万円以上
の領収書（人件費を除く）が閲覧
可能になり、名古屋市民オンブズ
マンのメンバーは閲覧開始日に
議会事務局に行き、実際に閲覧
してきた。

黒塗り領収書だけでは詳
細がわからず

名古屋市議の政務調査費は、
１人あたり月額５５万円（年６６０万
円）が各会派に支給されている。

平成２０年度支給分より１万円
以上の領収書については議長に
提出することになった。

今回閲覧した領収書は数千枚
にも上り、とても見きれない。また、
使用目的が１行のみ「○○視察」
などとしかかかれておらず、どのよ
うな視察内容だったのかはわから
ない。

各会派は膨大な領収書の使途
をまとめた「会計帳簿」を作成して
いるはずですが、それは今回議
長に提出されていない。

さらに、「個人情報保護」という
ことで、支出先の個人名は非公開
で、また、領収書の宛名も会派名
だけがほとんどで、誰が実際に使
用したかわからない。

しかも、一見しただけでは使途
がわかりにくい領収書の中には
「車リース代（８０％按分）」「駐車
場代」や「ガソリン代７５，５５０円の
３５％按分」「海外視察代１９９，００
０円」など、政務調査費としてふさ
わしいのか疑問なものも含まれて
いる。

この点について議会事務局で
は「議長は調査権限はあるが、実
際のところ１枚１枚チェックをして
いるわけではない」と言っている。

帳簿・報告書などの情報
公開請求に不存在回答

政務調査費も税金をによる補
助金だ。公金である政務調査費
の使途の最終責任者は市長にあ
る。市長は政務調査費の領収書
や会計帳簿、視察報告書などを
各会派から入手し、不適正な支
出については返還命令を出すべ
きではないか、という観点から、上
記書類について市長に情報公開
請求をした。

情報公開請求に同席したマス
コミから「市長に対してお願いする
のですか」と聞かれたが「市長は
最終的な公金支出の責任者。使
途をチェックするのは当然の義務
であり、お願いではない」と答え
た。

しかし、この請求に対して６月１
５日市長名で「文書不存在」決定
がでた。

愛知県議の政務調査費は
事務所と車リースと視察
がほとんど

愛知県議の政務調査費は、１
人あたり月額５０万円（年６００万
円）が各会派に支給されている。

平成２０年度支給分から３万円
以上の領収書（人件費を除く）に
ついては議長に提出することにな
った。

名古屋市議の領収書に比べて
も、愛知県議の領収書は事務所
経費と車リース代、さらに視察代
がほとんどであった。

しかも、事務所は議員自身か
親族が社長という会社の部屋を借
りている場合が多く、これが適当
か大いに疑問。車のリース料も月
１０万円近い額（按分比率はばら
ばら）で「政務調査費マニュアル
で年間８０万円までＯＫ」とあるた
めか、ほぼ８０万円満額をリース代
で使っている議員が多くいた。

今後詳細な分析を検討
ざっとの閲覧だけでは不十分

なので、名古屋市議に対しては
「事務所費」「車リース代」「視察
代」などに関して情報公開請求
し、あらためて分析してみる予定
である。
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市長ペースで進んだ本丸御殿トーク

６月１日に河村たかし市長が
呼びかけた「名古屋城本丸御殿
本音トーク」があった。

結論から言えば傍聴者は賛成
派が多く、しかも文化的価値の議
論が中心で、市長の司会もいまい
ち、”今、復元工事が必要か”の
議論が深まらなかった。

違約金条項 当日に見当
違いの試算を発表

当日は公募で市長自らが氏名
を伏せて選んだ賛成派５名と反対
派５名が壇上に上がり、また傍聴
者も往復はがきで申し込んだ３００
名余の中から抽選で１５０名が選
ばれた。

違約金条項に関しては、名古
屋市は討論者募集の時から「計
算中」とだけ言い続け、討論会前
日となって、名古屋市民オンブズ
マンに電話で「契約書では業者に
損害が出れば業者が損害賠償請
求できるとあり、業者は現時点で
は算出できないと言っているが、
仮に業者の責任で契約が解除さ
れた際の違約金（請負額の１０％）
を当てはめてみると、１２億円の違
約金が発生する計算となる」と話
した。

その仮定はあまりにもおかしい
との質問には「市長から議論の前
提が欲しいといわれた」というばか
りであった。

討論会では、はじめに名古屋
市（坪井参事）から本丸御殿事業
の説明があった。
・H21年５月現在の寄付金は

個人 3.7億 団体 38.1億で
合計 41.8億

・工事費は130億円、模写等で20
億円の計画

・財源は 国・県補助金 50億円
寄付金（本丸) 50億円
寄付金(名城） 4億円
起債 10億円
市税 36億円

・経済波及効果の予測は
復元事業による経済波及効果

約276億円
入場者数増加による経済波及

効果 約206億円／年
・中止・中断したときの影響

中止した際の違約金は算出で
きず（業者に損害があれば業
者が請求可能)

ただし、仮に業者の都合で
中止した場合の条項（10分
の1の違約金)を当てはめると
12億円となる。
1期工事のみで終了した場
合は7億円となる。
また、文化庁からの許可（全
体復元)に反するため、原状
回復を求められるおそれが
ある。
一時中断した場合は工事現
場保存のため1億円を要する
その他、寄付金42億円を返
還しなければならない。

賛成派が詰めかけた会場
市長の司会は誘導的
１００円の往復はがきを出してま

で本丸御殿討論会に参加したい
という人は、常識的に賛成派が多
いに決まっている。しかも、市長は
「一応中立」と言ってはいるが、主
に本丸御殿の文化的価値を議論
の中心に据え「不況の今、復元事
業が必要なのか」については時間
をとらなかった。

しかも、途中から「名古屋市に
お客が来たら、どこへ連れていっ
たらいいか」など本題と直接関係
のない話をし、最後には「名古屋
城天守閣を木造で復元したい人」
の数まで会場参加者に聞いた。

そもそも会場の傍聴者は推進
派が多く、公平な意見を聞くには
もっともふさわしくない場所である
と思われた。

十分に意見を述べる機会
がなかった倉橋代表と前
田さん

名古屋市民オンブズマンのメン
バーでは、反対派の討論者５名
のうち、代表の倉橋克実税理士

と、タイアップメンバーの前田和子
さんが選ばれた。
倉橋代表の意見

超高齢化社会のなか、社会保
障費が増大している。名古屋市の
義務的経費は５１％、投資的経費
は９％に過ぎない。

市の財政は豊かではない。こん
な時期にこの事業に財政支出す
べきか？

文化的価値はあるでしょう。た
だし、武家文化などは日常から生
まれるのであって、入れ物だけ立
派にしても「観光用」だけになる。

名古屋の経済は約１４兆円。う
ち観光は２６００億円と２％に過ぎ
ない。

本丸御殿復元事業も公共事業
であって、

・補助金漬け
・過大な需要予測
・過大な経済効果

で進めてきている。
個人の寄付は３．７億円にすぎ

ないのだと述べた。
しかし、その後は文化的価値の

マニアックな議論が続き、ほとんど
意見を述べることができなかった。
前田さんの意見
１ 国や地方自治体は生活を守

るのが第一。１９４８年高校１年
のとき習った憲法にはそううた
われていた。それから６０年、幸
せの実現を後押しされたか？

税金の使い方をずっとチェッ
クして来た。敬老パスは大変あ
りがたい。主婦は夫の限られた
収入から家計をやりくりする。

自治体にも同じで優先順位
がある。

一番大切なのはいのち、
・医療
・保育園
・働く母親

を優先すべき。
税金は、自分の家計より有効

に使ってもらいたい。一度立ち
止まって考え直すべきだ。

２ 「近世武家文化」は存在して
いればこそ価値があるが、いま
では結局コピーに過ぎない。寄
付が主体ならいいが、人の褌で
相撲をとるのはいけない。

リニモ大赤字のため,減
資後 県が増資

愛知県などが出資し、リニモ
（東部丘陵線）を運行する愛知高
速交通（株）の経営改善のため、
同社は平成２１年３月２４日減資
後増資した。

原則50％以上出資の外郭
団体は情報公開請求可能

増資後、愛知県の出資割合が
55.69%と50%を超えたので、情報
公開要綱に基づく情報公開請求
ができると思い、愛知県県民生活
部県民総務課に問い合わせてみ
たが、答えは"No"であった。
理由：愛知県情報公開条例２７条
では、確かに出資法人等につい
て情報公開が推進されるよう指
導する等義務づけられている。

しかし、規則15条では出資50
%以上でかつ「知事が行う事務又
は事業に関する業務を行うもの」
となっており、リニモは知事の行う
事務ではない（軌道法）ので、たと
え現在一時的に出資が５０％を超
えたとしても対象とならない。

知事が社長でも
「知事が行う事務
でない」？

私：「愛知高速交通の社長は、
愛知県知事ですよね。知事が行う
事務ではない、というのはおかしく
ないですか。」と聞いたところ、

県：「リニモ運行は知事が行う事
務ではない」と繰り返すばかり。

また、「出資５０％以上で、要綱
を作っていないところはあります
か」と聞いたところ、「愛知高速交
通のみです」との回答。

「愛知高速交通に関し、愛知県
が保有している情報は、愛知県に

情報公開請求可能です」と説明
があったが、私は「愛知高速交通
が持っている元資料が見たいの
です」と言った。

参考までに名古屋市にも聞い
てみたが、市の規則第20条では、
出資比率５０％以上すべてが公
開の対象である。

リニモ情報 市民
に公開することな
く税金で処理

莫大な赤字を垂れ流しているリ
ニモの失敗の一つに、市民の監
視が届かない体制があるのでは
ないかと思う。

全ての情報を公開し、今後リニ
モの運行を続けるのがよいのか、
廃止するのがよいのか、その他の
方法があるのかなど市民の議論
が必要だと思う。

（内田 隆）

名古屋市議会本会議を傍聴して ｣会員こらむ｢
名古屋市民は"チェンジ"を選んだ
世界が変わる。米国に続き日

本も変えなければならない。ま
ず名古屋からという皆さんの願
いから ［５１万票］という圧、
倒的な数字で河村市長が誕生し
ました。まずはおめでとう。私
もそのような中の一人ですので
私たちの選んだ市長がどのよう
に名古屋を動かしていくのかと
思い、本会議の傍聴に毎日行き
ました。

市議会も多数の傍聴で変わった！
どの質疑が行われるのか？会

場で驚いた事は傍聴者が過去松
原市長の時は約２０人程と思い
ますが、今度の傍聴者は約１０
０人から１５０人と思われ、熱
気で溢れていました。

過去（松原市長時代）は大事
な質疑の中でも市会議員の中に
は、傍聴者には禁止しながら大
声で野次を飛ばしたり、隣と大
声で話をしたり、携帯でメール
や話をしたり。これが私たちが

選んだ市会議員なのかと腹が立
ったり、虚しい思いを感じる日
々でした。

ところがこのたびは皆が一生懸
命見て聞いているのか。市会議
員の先生と呼ばれたい人たちは
頑張っているように感じられ、これ
が本当なのだとつくづく感じまし
た。さて皆さん時間のあるときは是
非傍聴に行き、どのように名古屋
がなるのか？日本がどのように変
わるのかを見届けようではありま
せんか。見守り確認しましょう。よ
ろしくお願いします。
（市川一夫）

市民市長に時を貸そう
総選挙が近づいて知事会など

地方首長の発言が目立ち始め
た。だが地方へ権力と財源をとい
う彼らの大合唱を真に受けるわけ
にはいかない。特に総与党の相
乗り首長達を信用できるはずはな
い。

果たして彼らの言い分が通った
とき、その恩恵が市民に及ぶのか
疑問だからだ。多分霞ヶ関から県

庁への権力移行に終わるおそれ
大なのである。

その点河村市長の市民のため
という主張ははっきりしている。市
民減税を公約しているのだから。

また、徳山ダム導水路反対も、
政官財べったりの旧体制ではあり
得ない発言といえる。

一方、学区自治制、市民税減
税、公用車、さらに本丸御殿な

ど、んん？？も多く見られる。
しかし、やたら足を引っ張るよ

り、総野党の市会に四苦八苦して
いる市長を、せめて半年、出来れ
ば１年様子を見ようではないか。
あるいは名古屋が地方から変わる
民主化の原点になるかも知れな
いのだ。もともとそんなになにから
なにまで期待していた訳でもない
のでしょう？ （柴田孝介）




